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１．緑の基本計画の策定体制  

（１）坂戸市緑の基本計画審議会 
◎：会長  ○：会長職務代理  

選 出 区 分 等 氏名（敬称略） 

１号 

関係団体の 

代表者 

坂戸市農業委員会 会長職務代理  栗原  昇 

坂戸市商工会 会長 本橋  聡 

２号 

関係行政機関

の職員 

埼玉県東松山環境管理事務所 

地域環境担当部長  
宮﨑 幹治 

埼玉県川越農林振興センター 

副所長 
中島 淳一郎 

３号 

学識経験者 

城西大学 経済学部 教授 ◎ 鈴木 雅勝 

東京電機大学 理工学部 教授 ○ 中井 正則 

公益社団法人埼玉県弘済会入間支部 

美しい森をつくる会 代表 
鈴木 正男 

４号 

市民の代表者 

公募 小堺 寿代 

公募 加藤 大貴 

 

（２）坂戸市緑の基本計画庁内検討委員会 
 

役   職   名 

環境産業部長 

環境政策部次長 兼 環境政課長 

総合政策部 施設管理課長 

環境産業部 農業振興課長 

環境産業部 環境学館いずみ館長 

都市整備部 都市計画課長 

都市整備部 維持管理課長 

都市整備部 道路河川課長 

教育委員会事務局 教育総務課長 

教育委員会事務局 社会教育課長 
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２．策定経過 

 

年 月 日 会 議 等 

令和７年５月１日 第１回坂戸市緑の基本計画庁内検討委員会 

令和７年５月 26 日 第１回坂戸市緑の基本計画審議会 

令和７年８月４日 第２回坂戸市緑の基本計画庁内検討委員会 

令和７年９月 29 日 第２回坂戸市緑の基本計画審議会 

令和７年 10月 27 日 第３回坂戸市緑の基本計画審議会 

令和７年 12月５日～ 

令和８年１月４日 
市民コメントの実施 

令和８年１月 26 日 第４回坂戸市緑の基本計画審議会 

令和８年２月２日 答申 

 

３．市民コメント 

＜実施概要＞ 

目  的 
第２次坂戸市緑の基本計画（素案）を公表し、広く市民から意見を求め

るために実施しました。 

実施期間 令和７（2025）年 12 月５日～令和８（2026）年１月４日 

実施結果 意見提出数 ２件 
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４．坂戸市緑の基本計画審議会 諮問・答申 

 

（１）諮問書 

（２）答申書 
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５．用語集 

 

【あ行】 

安行寒桜 バラ科サクラ属に分類される落葉広葉で、寒桜よりも

花がやや大きいためオオカンザクラと名付けられた。

発祥の地である埼玉県川口市安行から「安行寒桜」と

呼ばれるようになり、埼玉県内の各地へと植栽が広が

っている。 

入間台地 埼玉県南部、外秩父山地の東方に広がる台地。入間

川・高麗川・越辺川によって形成された洪積扇状地

で、地表には武蔵野ローム層が堆積している。北及び

東は越辺川と入間川、南は入間川の流路、西は越生か

ら飯能にかけての山地の東端が境界となっており、東

西約 10km、南北約 15kmの広がりを持つ。 

ウェルビーイング 

（Ｗｅｌｌ-ｂｅｉｎｇ） 

「Ｗｅｌｌ（良い）」と「ｂｅｉｎｇ（状態）」を組み

合わせた言葉。身体的・精神的・社会的に良い状態で

あることをいい、短絡的な幸福のみならず、生きがい

や人生の意義等の将来にわたる持続的な幸福を含む概

念。 

エコロジカルネットワーク 生物が生息・移動するために必要な緑地の連携関係を

示すものであり、コゲラは森林環境の変化に敏感であ

るという理由から、一般的に指標種として用いられ

る。コゲラの営巣拠点となる可能性が高い緑地は「コ

ア」、日常的な採餌や移動に利用する可能性が高い緑地

は「一次サテライト」と定義され、コゲラはエコロジ

カルネットワークの範囲内で、コアと一次サテライト

を行き来すると考えられる。 

【か行】 

カーボンニュートラル 二酸化炭素等の温室効果ガスの人為的な「排出量」か

ら、植林や森林の管理等によって人為的に「吸収され

る量」を差し引き、合計をゼロにするという考え方で

ある。2020年 10 月、日本政府は 2050年までに温室効

果ガスの排出を実質ゼロにする「カーボンニュートラ

ル」の達成を目指すことを宣言した。 

河岸段丘斜面 川の浸食と地盤の隆起によって形成された階段状の地

形で、谷底にあたる平坦な段丘面と、川の浸食により

生じた急な段丘崖から成る。 
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カゴノキ クスノキ科ハマビワ属に分類される常緑高木。日本で

は関東以南に見られる。坂戸市多和目にある天神社の

境内には、関東地方最大級とされるカゴノキがあり、

市の天然記念物に指定されている。 

関東ローム層 関東地方の丘陵や台地を覆う、赤褐色の火山灰質粘性

土が堆積した地層。主に、箱根山や富士山等の火山活

動によって噴出した火山灰が、風によって運ばれて堆

積し、風化や有機物の混入によって形成された。 

気候変動 気温や気象のパターンが長期的に変化する現象を指

す。特に、石炭・石油・天然ガス等の化石燃料を燃焼

することで発生する温室効果ガスが、気候変動の主な

原因とされている。 

グリーンインフラ 「グリーン（自然環境の多様な機能）」と「インフラ

（社会資本整備、まちづくり、土地利用等）」を組み合

わせた言葉。自然環境が有する多様な機能を活用し

て、持続可能で魅力ある国土・都市・地域づくりを進

める取り組み。 

グリーンインフラ推進戦略 官と民が両輪となって、あらゆる分野・場面でグリー

ンインフラを普及・ビルトイン（組み込む）すること

を目指し、国土交通省の取組を総合的・体系的に位置

付けた戦略。 

公園誘致圏 公園の配置にあたり想定する公園利用者の居住範囲で

あり、坂戸市では街区公園を半径 250ｍ程度、近隣公

園を半径 500ｍ程度の居住者が利用することを目的と

して配置する。 

コゲラ キツツキ目キツツキ科の全長約 15cmの鳥類。森林から

住宅地まで幅広い地域で見られるため、都市の緑地の

連続性が評価する上で、コゲラの生息域が評価指標と

なることがある。 

コンパクトなまちづくり 人口減少や高齢化が進む中で、特に地方都市において

住宅・商業施設・公共交通等の生活に必要な機能を都

市の中心部や鉄道・バス等の交通沿線に集約し、居住

人口を集中させることで、利便性が高く持続可能な都

市構造を実現しようとする都市計画の取り組み。 
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【さ行】 

市街化調整区域 都市計画法第７条第３項に基づく市街化を抑制すべき

区域。 

ステゴビル ヒガンバナ科の多年草植物。関東から近畿地方の本州

南部の原野や畑に自生している珍しい植物で、県の天

然記念物に指定されている。 

スーパー・シティ 

プロジェクト 

「コンパクト」「スマート」「レジリエント」をコンセ

プトに、超少子高齢社会を見据えた持続可能なまちを

つくり、「日本一暮らしやすい埼玉県」の実現に資する

埼玉県のプロジェクト。 

生産緑地 市街化区域内の農地で、良好な生活環境の確保に効用

があり、公共施設等の敷地として適している 300㎡以

上（坂戸市の基準）の農地を都市計画に定め、建築行

為等を許可制により規制し、都市農地の計画的な保全

を図るもの。 

生物多様性 生きものたちの豊かな個性とつながりのこと。生態

系・種の多様性、遺伝子の多様性の３つのレベルの多

様性がある。 

生物多様性国家戦略 生物多様性条約及び生物多様性基本法に基づき、生物

多様性の保全とその持続可能な利用を推進するための

国の基本計画。 

【た行】 

多世代交流拠点 子どもから高齢者まで世代を超えた様々な人が集ま

り、交流を深めることを目的とした施設。 

地域制緑地 法令により土地利用の規制・誘導等を通じて緑地の保

全が図られている地区。都市緑地法で規定する「特別

緑地保全地区」や生産緑地法で規定する「生産緑地」

等。 

【な行】 

ネイチャーポジティブ 「自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を

止め、反転させる」ことを指す。 
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【は行】 

パリ協定 平成 27（2015）年に、パリで開催された気候変動枠組

条約第 21回締約国会議で合意された協定。パリ協定で

は、温室効果ガス排出削減（緩和）の長期目標とし

て、気温上昇を２℃より十分低く抑え、さらに 1.5℃

以内に抑える努力を継続すること、その達成に向け

て、人為的な温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする

ことが盛り込まれている。 

ビオトープ ドイツ語の 「Ｂｉｏ（生命）」と 「Ｔｏｐｅ（場

所）」との合成語。野生生物が共存共生できる生態系を

持った場所や空間のこと。 

ビャクシン ヒノキ科ビャクシン属に属する常緑針葉樹で、葉は場

所や樹齢によって異なり、鱗状や針状になる。幹は、

ねじれたり、這うように育つものもある。坂戸市入西

にある石上神社のビャクシンは、昭和６（1931）年に

県の天然記念物に指定されており、幹が右回りに大き

くねじれていることから、地元では「ねじれっ木」と

呼ばれ親しまれている。 

【ら行】 

レジリエント 困難な状況から立ち直る力、回復力を持つことを表す

形容詞。 

【わ行】 

ワンド 河川敷にできた池状の入江のこと。水流が穏やかで水

生生物の生息に適した環境を指す。 
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